
随意契約の結果
【令和５年２月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

令和４年度複数拠点における映
像・音声常時接続システム調達業
務

契約担当役
東日本都市再生本部長
中山　靖史
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和5年2月3日

ＮＥＣネッツエスアイ
（株）
東京都文京区後楽２－６－
１

6010001135680 14,850,000円 13,750,000円 92.6％

当本部においては、複数事務所において映像・音声を常
時接続することにより、拠点事務所と遠隔事務所間で一
体感を持った業務運営を行う環境を整備するため、NEC
ネッツエスアイ株式会社が開発・提供するソフトウェア
と投影機器等が一体となった製品「Smooth Space 2」を
利用している。今般、新規に別の遠隔事務所においても
同様の環境を整備するにあたり、新規導入事務所におい
ても当該法人の同一製品を使用する必要がある。

-

令和５年度堀切まちづくり事務所
（資料保管場所）契約に係る賃料

分任契約担当役
東日本都市再生本部
総務部長
諸隈　慎一
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和5年2月13日
（株）丸大
東京都豊島区東池袋４－２
４－３

8011401006008 1,716,000円 1,716,000円 100.0％

　当該契約は、東立石四丁目地区の当機構所有の資料保
管等を目的とする事務所の賃貸借契約である。
　今年度、東立石四丁目地区まちづくり事務所が閉鎖さ
れたことにより、東立石四丁目地区の当機構所有の資料
を保管する場所が必要となり、立地、規模、賃料等の条
件から、堀切まちづくり事務所の同ビル住戸である当該
物件が最適であると判断し、当該物件に関する賃貸借契
約を締結したもの。会計規程第51条第３項第１号の規定
に基づき、業者と随意契約を行ったものである。

-

青山通り現地事務所賃貸借契約

契約担当役
東日本都市再生本部長
中山　靖史
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和5年2月27日
第一青山ビル（株）
東京都港区北青山３－３－
７－１０１

3010401065381 21,225,012円 21,225,012円 100.0％

行政及び地権者との緊密な協議・調整に際し、当該事業
地区近隣に事務所を設置する必要があるため、賃借して
いるものである。
今後も、業務遂行のために事務所機能を継続する必要が
あることから、利便性、規模、立地条件等を考慮の上、
賃貸借契約の締結を行ったものである。

-

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約の
名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日 契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職
役員数

公益法人の場合


